
三次市都市公園等（三次市尾関山公園外５施設）指定管理施設仕様書 

 

令和８年６月  三次市 

 

  三次市都市公園等（三次市尾関山公園外５施設）の指定管理者が行う業

務の内容及び範囲等は、この仕様書によるものとする。 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は、三次市都市公園等（三次市尾関山公園外５施設）の指定管

理者が行う管理運営業務等の内容及び履行方法について定めることを目

的とする。 

 

２ 業務の範囲及び具体的事項 

⑴ 業務内容 

指定管理者の行う主な業務は次のとおりとし、業務の詳細は、⑸業務

の仕様のとおりとする。 

ア 統括管理業務 

イ 施設の運営に関する業務 

ウ 施設及び設備の利用許可に関する業務 

エ 施設及び設備等の維持管理に関する業務 

オ 利用料金の設定及び徴収に関する業務 

カ 施設における事業の計画及び実施に関する業務 

キ 上記業務に付随する業務 

⑵ 自主事業の実施 

   指定管理者は、事前に市の承認を得て、施設を活用し自主事業を実施

することができる。 

⑶ 法令の遵守 

上記のほか、指定管理、施設の管理運営等に必要な法規を遵守する必 

要がある。 

ア 地方自治法 

イ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び労働安全衛生法（昭 

和４７年法律第５７号） 

ウ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号），都市公園法施行令（昭 

和３１年政令第２９０号）及び都市公園法施行規則（昭和３１年建設 

省令第３０号） 

エ 三次市都市公園設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第２２９ 

号）及び三次市都市公園設置及び管理条例施行規則（平成１６年三 

次市規則第１６９号） 

オ 三次市いにしえの里設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第 

２２２号） 



カ 三次市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例 

（平成１６年三次市条例第２９９号）及び三次市公の施設における 

指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１６年三次市 

規則第２１９号） 

キ その他本業務に適用される法令等 

 ⑷ 業務の範囲 

指定管理者は、次に掲げる都市公園等の管理業務を一括して行うも 

のとする。 

ア 都市公園等の施設、設備及び器具（以下「施設等」という。）の維

持管理に関すること。 

（ア） 樹木等の管理育成 

（イ） 施設等の保守点検、法定点検及び清掃 

    （注）遊具については「都市公園における遊具の安全確保に関

する指針」（国土交通省）に基づき、点検を実施すること。 

（ウ） 施設等の警備 

（エ） 電気・放送・機械設備の操作 

（オ） 施設等に係る光熱水費（電気料金、ガス料金、水道料金、 

電話料金及び下水道使用料）の支払 

（カ） 施設等に係る安全衛生管理 

イ 施設等の利用に関すること。 

（ア） 利用者の応接（案内、利用指導、苦情対応等） 

（イ） 市が占用許可等を行った物件の確認 

（ウ） 条例に規定する利用者に対しての利用許可の事務等 

（エ） 利用料金の徴収、減免及び還付の各種手続事務 

ウ 施設等の利用の促進に関すること。 

（ア） 広報活動の実施 

（イ） イベント等の開催に係る利用調整 

（ウ） 行楽シーズンの駐車場整理 

エ 施設等の非常時における初動対応に関すること。 

（ア） 待機連絡対応の実施 

（イ） 防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保に関する措置 

（ウ） 被害調査・報告の実施 

（エ） 応急措置 

オ その他 

（ア） 管理業務の処理に必要な体制の整備 

（イ） 情報の公開及び個人情報の保護に関する措置 

（ウ） 事業計画書、事業報告書の作成及び提出 

    （注）施設等の保守点検、法定点検後は関係書類を添付する 

こと。 

（エ） 経営状況を説明する書類の作成及び提出 



（オ） その他管理業務に関する庶務、経理等の事務  

 

⑸ 業務の仕様 

施設名 業務名 年間仕様 業務内容 

尾関山公

園 

園内清掃 

 

 

 

通年 

３月～４月 毎日 

５月～９月 隔日以上 

１０月～１１月 毎日 

１２月～２月 週１回以上 

・敷地内清掃（ごみ・落葉等の収集処分、園

路・水路清掃等） 

 

 

施設点検  

（ 遊 具 含

む） 

通年  

実施日は園内清掃日と同様 

・施設の点検  

・遊具は年１回以上専門業者による点検（維

持の技術的基準に基づく点検）  

トイレ清掃 

 

通年 

毎日 朝夕２回 

実施日は園内清掃日と同様 

・トイレ清掃（ごみ収集処分，トイレ清掃，

消耗品補給，電灯等の点検等）  

園内草刈・

除草 

 

 

５月から１０月まで 

 

・平地部分（４０、０００㎡） 

 雑草の丈が地表から１０ｃｍ未満の状態を

保持すること。 

・法面部分（３５、０００㎡）民家付近、市

倉庫周辺含む。 

 ※民家付近は、拠出処分する。 

池（枯山水）

清掃 

通年 ・落ち葉やゴミ等の収集等 

雨水桝清掃 年１回以上 ・さくら荘横の雨水桝（容積２㎥）  

病害虫駆除 適宜 

 

・松枯予防薬剤注入作業 

・毛虫駆除薬剤散布 

園内剪定・

樹木枝打ち 

 

 

３月～１０月 

年２回以上 

・低木・生垣剪定 サツキ、ツツジ類は７月

までに、アジサイは９月までに剪定 

・古木伐採 

・枯枝剪定  

・高中木支障枝伐採剪定 

・てんぐ巣病除去作業（枝伐採、癒合促進剤

塗布） 

園内施肥 年１回以上 ・さくら、あじさい、低木等の施肥 

浄化槽維持

管理 

通年 ・浄化槽管理（法定点検等）  

駐車場警備 春 

秋 

・春 土日３週（６日間） 

・秋 土日４週（８日間） 

※春秋いずれも、8：00～17：00 の間で常駐 



若宮公園 園内清掃 

 

通年 

３月～４月 毎日 

５月～２月 週１回 

・敷地内清掃（ごみ・落葉等の収集処分等）  

施設点検 通年  

実施日は園内清掃日と同様 

・施設の点検 

トイレ清掃 通年 

毎日朝夕１回 

実施日は園内清掃日と同様 

・トイレ清掃（ごみ収集処分、トイレ清掃、

消耗品補給、電灯等の点検、汲み取り２回

以上） 

草刈・除草 

 

５月～１０月 ・敷地内草刈、除草（笹・葛処分を含む）  

３０、０００㎡ 

 雑草の丈が地表から１０ｃｍ未満の状態を

保持すること。 

剪定 年１回以上 

 

・低中木（さつき、つつじ等）剪定（サツキ、

ツツジ類は７月までに剪定）  

・てんぐ巣病除去作業（枝伐採、癒合促進剤

塗布） 

・病害虫駆除 

寺戸親水

公園 

 

 

園内清掃 通年 

週１回以上 

・敷地内清掃（ごみ・落葉等の収集処分等）  

 

施設点検 通年  

実施日は園内清掃日と同様 

・施設の点検 

トイレ清掃 通年 

毎日 １回以上 

・トイレ清掃（ごみ収集処分、トイレ清掃、

消耗品補給、電灯等の点検等） 

草刈・除草 

 

通年 

 

・敷地内草刈、除草 ３、０００㎡ 

 雑草の丈が地表から１０ｃｍ未満の状態を

保持すること。 

剪定 

 

年３回以上 

５月、８月、１０月 

・低中木伐採剪定 

・病害虫駆除 

植栽防除 年１回以上 ・毛虫駆除薬剤散布 

浄化槽維持

管理 

適宜 

通年 

・浄化槽管理（法定点検等）  

出会いの

広場 

園内清掃 通年 

週２回以上 

・敷地内清掃（ごみ・落葉等の収集処分等）  

 

施設点検 通年  

実施日は園内清掃日と同様 

・施設の点検 

トイレ清掃 通年 

毎日 朝夕２回 

・トイレ清掃（ごみ収集処分、トイレ清掃、

消耗品補給、電灯等の点検等） 

除草 年４回以上 ・敷地内除草 

植栽管理 年１回以上 ・剪定、芝刈、施肥 



・病害虫駆除 

天神広場 

 

園内清掃 

 

通年 

週２回以上 

・敷地内清掃（ごみ・落葉等の収集処分等）  

 

施設点検  

（ 遊 具 含

む） 

通年  

実施日は園内清掃日と同様 

・施設の点検  

・遊具は年１回以上専門業者による点検（維

持の技術的基準に基づく点検）  

トイレ清掃 通年 

毎日 

・トイレ清掃（ごみ収集処分、トイレ清掃、

消耗品補給、電灯等の点検等） 

除草 年４回以上 ・敷地内除草 

剪定 年１回以上 ・剪定（サツキ、ツツジ類は６～７月に剪定） 

・病害虫駆除 

いにしえ

の里 

園内清掃 週２回以上  

芝生管理 年４回以上  

目土散布 年１回以上  

植栽管理 年２回以上 ・選定、消毒、施肥 

 

施設別光熱水費の支払 

施設名 電気料金 水道料金 下水道料金 

尾関山公園 〇 〇 〇 

若宮公園 〇 〇 〇 

寺戸親水公園 〇 〇  

出会いの広場 〇 〇 〇 

天神広場 〇 〇 〇 

いにしえの里 〇 
 

 

 

⑹ 管理の基準 

指定管理者は、次により、都市公園等の管理業務を適切に行うものと 

する。 

ア 基本方針 

指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、市民が広く利用する公の 

施設としての都市公園等の性格を十分認識し、利用者にとって快適で 

魅力的な都市公園等の環境づくり及び都市公園等の利用の促進をめ 

ざすとともに、日常又は定期に必要な保守業務及び点検業務を行うこ 

とにより最良の状態を維持し、利用者の安全の確保に努めること。 

イ 基本的事項 

指定管理者は、管理業務の範囲内で、個人情報（三次市個人情報保 

護条例（平成１７年三次市条例第４５号）第２条第２号に規定する個 

人情報をいう。以下同じ。）の保護のために必要な措置を講じなけれ 

ばならない。 

ウ 管理業務の処理体制に関する事項 

（ア） 指定管理者は、都市公園等の管理業務に従事する職員（以下



「職員」という。）を適正に配置するほか、管理業務の処理に必

要な体制を整備しなければならない。 

（イ） 指定管理者は、職員に対して管理業務の遂行に必要な研修を

実施すること。特に、防犯対策、防災対策等の利用者の安全の

確保については、十分に職員を指導し、訓練すること。 

（ウ） 指定管理者は、管理業務の処理に関して事故（人身事故、施

設等の破損事故等をいう。）が生じたときは、直ちに市に報告し、

その処理方法について市と協議しなければならない。 

（エ） 指定管理者及びその職員は、管理業務の処理において知り得

た市の行政上の事項及び管理業務の処理に関する事項を第三者

に漏らしてはならない。指定の終了後も、同様とする。 

エ その他の事項 

（ア） 市は、都市公園等の施設等及び都市公園等にあらかじめ備え

付けられた備品（市の所有に係るものに限る。）を、指定管理者

に無償で使用させる。なお、指定管理者は、その所有に係る備

品を備え付けようとする場合は、あらかじめ市に報告しなけれ

ばならない。 

（イ） 指定管理者は、管理業務の処理に関して経理を明確にしなけ

ればならない。 

（ウ） 指定管理者は、三次市公の施設における指定管理者の指定手

続等に関する条例第５条及び三次市公の施設における指定管理

者の指定手続等に関する条例施行規則第９条の規定に基づき、

毎年度、事業報告書を作成し、市長に提出すること。 

また、市は指定管理者に対し、定期又は臨時に、本業務に係

る業務内容及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し

又は必要な指示をすることができるものとする。 

（エ） 指定管理者が行う管理業務の全部の処理を第三者に請け負わ 

せ、又は委託してはならない。ただし、清掃、電気保安、警備 

等、市長が認める一部の業務については、この限りでない。 

 

⑺ その他 

ア 指定管理者は、指定の期間の中途において新たに生じた都市公園等

の施設等に係る管理業務を、市の指示に基づき行わなければならない。

なお、当該新たに生じた管理業務に係る管理経費の取扱いについては、

その都度、指定管理者と協議する。 

イ 指定管理者は、市が実施する事業への支援・協力を積極的に行うこ 

と。 

 

３ 指定期間 

  令和９年４月１日～令和１５年３月３１日（６年間） 



 

４ 指定管理料 

  申請者は、指定管理料の額を提案する。 

⑴ 経費の支払 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに支払う。なお、 

支払時期や方法は協定で定める。 

指定期間中の管理費用として、市が負担する額の年度ごとの上限額

（消費税及び地方消費税相当額を含む。）は、２０，７２４，０００円

とする。 

⑵ 市が支払う経費 

基本的に当該施設の管理運営経費から利用料金相当分を差引いた額 

を支払うものとし、年度ごとの額は協定で定める。 

 

５ 利用料金 

⑴ 利用料金制の採用 

地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制を採用する。 

⑵ 利用料金の額 

条例に定める金額の範囲内において、指定管理者が三次市の承認を受

けて決定する。ただし、条例に定める金額よりも指定管理者が安価に決

定した場合、市はその補填は行わない。 

条例に定める利用料金は下表のとおり。（令和８年４月１日現在） 

ア 三次市都市公園設置及び管理条例第３条第１項各号に掲げる行為

をする場合 

種別 単位 利用料金 

（１）露店，行商又は募金等の行為 １日につき ２９０円 

（２）業としての写真又は映画の撮影等 １日につき ２９０円 

（３）興行 ３．３平方メートル１日につき １５０円 

（４）競技会，展示会又は博覧会等 ３．３平方メートル１日につき ２０円 

（５）その他 市長がその都度定める。   

 

⑶ 利用料金の減免は、三次市都市公園設置及び管理条例第２８条の３の

規定に基づき、指定管理者において行う。ただし、減免を行った場合の

減収分について、市はその補填は行わない。 

⑷ 「負担の公平性・公正性」を確保するため、使用者負担を原則とし、

応分の利用料金を徴するものとする。 

 

６ 備品及び消耗品等の所有権 

備品等については、三次市の所有とし、その使用及び保管は十分注意する

こと。 

指定管理者が自ら購入し、又は搬入し、保管を要する備品等については、

指定管理者の所有とする。ただし、その都度、三次市に報告するものとす



る。 

 

７ その他注意事項 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の 

内容及び処理について疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとす

る。 


